
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■助成額  １回につき２２０円 

※利用証を使うと 1 回（2 時間）３３０円（通常 5５０円）で利

用できます。 

■対象者  白石町内に在住している４０歳以上の人 

■有効期間 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日まで 

■その他  利用証は、本人のみ利用できます。 

      ※昨年度発行の利用券は、今年度は使えません。 

■申請先  保健福祉課健康づくり係・爽明館窓口・web 

 

助成額      会費 

■助成額  高校生・一般の会員    ６，３００円（３３，０００円） 

短期会員（3か月間有効） １，５００円（１１，０００円） 

ペア会員（夫婦）    １１，４００円（６０，５００円） 

ペア会員 ８０歳（夫婦）１１，０００円（５８，３００円） 

ペア会員１２０歳（夫婦）１０，６００円（５６，１００円） 

上記の会員区分に応じ、申請により助成します。 

■対象者  白石町内に在住している爽明館の会員 

■申請時期 会員登録の更新をした日、又は新規会員登録をした日から 

30日以内 

■申請方法 爽明館の会員証、領収証を持参の上、役場保健福祉課健康づくり

係までお越しください。 

〈開館時間〉 10：00～21：00 

〈休 館 日〉 毎週月曜日・年末年始 

詳細は有明スカイパークふれあい郷の 

ホームページをご覧ください 

 

〈申請場所・問い合わせ先〉 

保健福祉課 健康づくり係 

☎：０９５２－８４－７１１６ 

 

あなたの運動習慣の継続を応援します🏊 

応援その 1 

応援その 2 「爽明館会員への助成」 

「R６年度爽明館利用証の発行」 

白石町では、町民の健康維持増進と生活習慣病の予防を図るため、有明スカイパーク

ふれあい郷「爽明館」の使用料・会費の一部を助成し、運動習慣の継続を応援します。

（どちらか一方のみの助成となります。） 

利用券から利用証（カード）に変更になりました！ 

申請フォームはこちらから→ 


